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Ⅰ．はじめに 

１．調査目的と経緯 

 本調査は、消費者団体の概要と活動内容を把握し、消費者団体の育成・強化及び消

費者政策（消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策）の立案に資すること

を目的としている。 

 本調査は、昭和47年度から平成13年度まで都道府県に事務を委託して毎年実施して

きたが、統計事務の合理化等の観点から、調査周期を３年とした上で内閣府が直接実

施することとなり、今回調査がその初回である。 

 

２．調査対象 

 調査対象とした団体は、「消費者の権利・利益の擁護・維持を目的又は活動内容に

含み、消費者によって自主的に組織された団体又は消費者のための活動を恒常的に行

っている民間団体（企業及び事業者団体を除く。）」であって、内閣府及び各都道府

県で把握している団体である。 

(注１) この調査は、単位団体（個々の消費者団体）及び単位団体の連合体を対象とした。 

(注２) 調査対象団体のほかに消費者のための活動を行っている団体としては、生活協同組合及び生活学校

があるが、単位団体の活動内容に差異がなく団体数も別途把握できることから、当該団体の全国組織

である日本生活協同組合連合会及び全国生活学校連絡協議会のみを調査対象とした（生活協同組合及

び生活学校の数値については、参考１、参考２参照）。 

(注３) 労働団体、農業協同組合及び漁業協同組合は調査対象外としたが、当該団体の内部組織である女性

部等が独自に消費者のための活動を行っている場合は、その組織を単位団体として調査対象とした。 

 

３．調査方法、期間 

 調査対象団体へ調査票を郵送する方法により実施し、平成16年７月１日現在の団体

の状況を基に回答を求めた。 

 調査期間は、平成16年10月１日から同年11月30日である。 

 

４．有効回答率 

 本調査において調査票を発送した4,700通のうち、団体の解散や無回答を除いた有

効回答数は2,825通であり、有効回答率は60.1％であった。 
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Ⅱ．調査結果 

１．消費者団体の組織概要 

(1) 団体数及び会員数（表１参照） 

① 調査により把握された団体（以下、「調査団体」という。）は、2,825団体で

ある。これを活動範囲別にみると、広域団体1が80、県域団体2が331、地域団体3が

2,414である。 

(注)
１．広域団体：都道府県の範囲を超えブロック又は全国的に会員がいて活動を行う団体。 

２．県域団体：都道府県のおおむね全域に会員がいて活動を行う団体。 

３．地域団体：郡、市、区、町、村などを範囲として活動を行う団体。 

 

② 調査団体の会員数は、広域団体が1,192万人、県域団体が143万人、地域団体が

157万人である。 

 

表１ 消費者団体の数及び会員数 

 団体数 会員数(千人) 

広域団体 80 11,919 

県域団体 331 1,429 

地域団体 2,414 1,569 

合  計 2,825 － 

(注１) 会員数の集計に際しては、単位団体の連合体の会員数を除いている。 

(注２) 会員数の回答がなかった調査団体は、会員数をゼロとして集計している。 

(注３) 会員数は、広域団体と県域団体・地域団体の間で重複することがあるため、単純に合計すること

ができない。 

 

(2) 会員規模（表２参照） 

① 広域団体について構成団体の延べ個人会員数をみると、10,000人以上が最も多

くなっている（52.0％）。個人会員数については、会員数10～99人の団体が最も

多くなっている（46.9％）。 

② 県域団体及び地域団体については、会員数10～99人の団体が最も多く

（53.7％）、次いで100～999人（30.5％）となっている。 
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表２ 会員規模別団体数 

広域団体 県域団体 地域団体 計 

構成団体の 
延べ個人会員 個人会員 会員規模 

団体数 比率(%) 団体数 比率(%) 団体数 比率(%)
団体数 比率(%) 団体数 比率(%)

1～  9 0 0 7 10.9 8 3.1 101 4.4 109 4.2

10～  99 4 16.0 30 46.9 86 33.7 1,293 55.9 1,379 53.7

100～ 999 6 24.0 16 25.0 45 17.7 738 31.9 783 30.5

1,000～9,999 2 8.0 6 9.4 75 29.4 160 6.9 235 9.2

10,000～ 13 52.0 5 7.8 41 16.1 21 0.9 62 2.4

合  計 25 100.0 64 100.0 255 100.0 2,313 100.0 2,568 100.0
(注) 広域団体、県域団体、地域団体のいずれも、会員数が判明している団体について集計。 

 

(3) 設立年代（表３参照） 

 設立年代別に調査団体数をみると、特に全国的な消費者運動が展開された1970年

代が845（年平均85）と最も多くなっている。また、1980年代以降は、年平均で概

ね40～50となっている。 

 

表３ 設立年代別団体数 

 広域団体 県域団体 地域団体 計 年平均 

1949年以前 5 29 154 188  

1950年代 9 77 205 291 29 

1960年代 6 42 266 314 31 

1970年代 14 65 766 845 85 

1980年代 7 27 471 505 51 

1990年代 9 39 358 406 41 

2000年代 30 51 163 244 49 

不  明 0 1 31 32 - 

合  計 80 331 2,414 2,825 - 

 

(4) 法人格の有無（表４参照） 

① 法人格の取得状況を調査したところ、調査団体のうち213団体（全体の7.5％）

が法人格を取得している。法人格の取得率をみると、広域団体は50.0％、県域団

体は25.7％、地域団体は3.6％となっている。 

② 法人格の種類別にみると、平成10年12月に特定非営利活動促進法が施行された

ことに伴い、特定非営利活動法人（NPO法人）が161団体と全体の約3/4を占めて

いる。 
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表４ 法人格取得数 

 広域団体 県域団体 地域団体 計 

社団法人 2 11 9 22 

財団法人 4 15 4 23 

NPO法人 32 57 72 161 

その他 2 2 3 7 

合  計 40 85 88 213 
(注) 「その他」は、社会福祉法人、中間法人、消費生活協同組合連合会である。 

 

 

２．消費者団体の関心事項（表５参照） 

 調査団体に11の調査項目の中から関心事項を３つまで選んでもらう方法により調査

したところ、「環境問題」(68.0％)、「食品に関する問題」(57.7％)、「消費者啓

発・教育」(56.3％)への関心が高い。 

 

表５ 関心事項別団体数 

広域団体 県域団体 地域団体 合  計 

(N=80) (N=331) (N=2,414) (N=2,825) 
 

比率 比率 比率 比率
団体数 団体数 団体数 団体数(%) (%) (%) (%)

消費者啓発・教育(機関紙発行、講習会等) 52 65.0 194 58.6 1,345 55.7 1,591 56.3

食品に関する問題(安全性、偽装表示問題等) 30 37.5 200 60.4 1,401 58.0 1,631 57.7

商品・サービスの品質や安全性に関する問題 12 15.0 41 12.4 375 15.5 428 15.2

商品・サービスの契約・解約に関する問題 10 12.5 16 4.8 199 8.2 225 8.0

誇大広告・不当表示 8 10.0 16 4.8 54 2.2 78 2.8

経済活動（共同購入、産地直売等） 9 11.3 90 27.2 469 19.4 568 20.1

物価問題(便乗値上げ等) 1 1.3 10 3.0 68 2.8 79 2.8

医療・健康・高齢者問題(医療過誤、喫煙問

題、福祉、介護、年金等) 
29 36.3 119 36.0 654 27.1 802 28.4

環境問題(リサイクル、省エネ・省資源等) 41 51.3 179 54.1 1,702 70.5 1,922 68.0

商品テスト、調査活動 9 11.3 28 8.5 125 5.2 162 5.7

苦情相談窓口の開設、弁護士等の紹介 19 23.8 28 8.5 116 4.8 163 5.8
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３．消費者団体の活動状況（表６参照） 

(1) 調査団体の活動状況をみると、「講習会・見学会等の開催」を行った団体が

82.9％と圧倒的に多かった。以下は、「バザー」の開催(37.3％)、「機関紙・誌の

発行」(37.1％)、「調査活動」(29.3％)、「共同購入」(24.8％)となっている。 

 

(2) 活動状況を団体別にみると、次のとおりである。 

① 広域団体 

 「講習会・見学会等の開催」(72.5％)と「調査活動」(60.0％)の割合が高く、

「機関紙・誌の発行」(63.8％)と「パンフレット類の発行」(43.8％)の割合も高

いことから、広報・啓発活動を積極的に行っていることがみてとれる。また、

「苦情相談窓口、電話110番の開設」(22.5％)と「弁護士、消費生活センター等の

紹介」(20.0％)の割合が他の団体より高い。 

② 県域団体 

 「講習会・見学会等の開催」(84.9％)の割合が最も高く、続いて「機関紙・誌

の発行」(56.5％)、「調査活動」(42.0％)、「パンフレット類の発行」(27.5％)

となっている。 

③ 地域団体 

 「バザー」(40.9％)、「共同購入」(25.6％)、「資源回収」(24.3％)の割合が

他の団体よりも高い。 
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表６ 活動状況別団体数 

広域団体 県域団体 地域団体 合  計 

(N=80) (N=331) (N=2,414) (N=2,825) 
 

比率 比率 比率 比率
団体数 団体数 団体数 団体数(%) (%) (%) (%)

機関紙・誌の発行 51 63.8 187 56.5 810 33.6 1,048 37.1

パンフレット類の発行 35 43.8 91 27.5 321 13.3 447 15.8

講習会・見学会等の開催 58 72.5 281 84.9 2,003 83.0 2,342 82.9

共同購入 14 17.5 69 20.8 619 25.6 702 24.8

バザー(不用品即売会を含む) 11 13.8 56 16.9 988 40.9 1,055 37.3

あっせん 9 11.3 30 9.1 114 4.7 153 5.4

産地直売 12 15.0 60 18.1 426 17.6 498 17.6

自主企画商品(化粧品等) 5 6.3 23 6.9 136 5.6 164 5.8

福祉、介護等のサービス 6 7.5 56 16.9 447 18.5 509 18.0

資源回収(古紙・空缶・牛乳パック・

トレイ等) 
10 12.5 44 13.3 587 24.3 641 22.7

廃食用油回収 3 3.8 21 6.3 398 16.5 422 14.9

商品テスト 5 6.3 21 6.3 133 5.5 159 5.6

調査活動 48 60.0 139 42.0 640 26.5 827 29.3

苦情相談窓口、電話110番の開設 18 22.5 22 6.6 114 4.7 154 5.5

弁護士、消費生活センター等の紹介 16 20.0 48 14.5 228 9.4 292 10.3
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（参考１） 消費者団体数の年次推移 

生活協同
年度 広域団体 県域団体 地域団体 小  計 生活学校 合  計 組  合

昭49 28 354 1,635 2,017 1,274 1,757 5,048 

50 33 306 2,034 2,373 1,290 1,887 5,550 

51 30 314 2,268 2,612 1,336 1,813 5,761 

52 29 358 2,561 2,948 1,348 1,885 6,181 

53 29 345 2,571 2,945 1,355 1,904 6,204 

54 29 353 2,950 3,332 1,349 1,980 6,661 

55 29 371 3,191 3,591 1,338 2,046 6,975 

56 28 397 3,287 3,712 1,335 2,063 7,110 

58 28 424 3,677 4,129 1,308 2,100 7,537 

59 29 402 3,764 4,195 1,299 2,092 7,586 

60 29 420 3,876 4,325 1,318 2,104 7,747 

61 29 409 3,947 4,385 1,308 2,117 7,810 

62 30 424 4,014 4,468 1,280 2,124 7,872 

63 31 440 4,168 4,639 1,290 2,042 7,971 

平２ 31 418 4,105 4,554 1,259 1,806 7,619 

３ 31 412 4,155 4,598 1,237 1,731 7,566 

４ 30 407 4,215 4,652 1,227 1,731 7,610 

５ 30 401 4,129 4,560 1,214 1,675 7,449 

６ 30 416 4,175 4,621 1,194 1,644 7,459 

７ 31 457 4,157 4,645 1,191 1,594 7,430 

８ 31 444 4,139 4,614 1,199 1,521 7,334 

９ 31 470 4,167 4,668 1,193 1,477 7,338 

10 30 469 4.095 4,594 1,195 1,419 7,208 

11 27 453 4,081 4,561 - 1,348 - 

12 27 412 4,382 4,821 1,167 1,313 7,301 

13 30 428 4,223 4,681 1,154 1,275 7,110 

16 80 331 2,414 2,825 - 968 - 

(注１) 生活協同組合の数値は各年度末現在（厚生労働省社会・援護局調べ）。 

(注２) 生活学校の数値は各年度12月１日現在（全国生活学校連絡協議会調べ）。 

(注３) 平成16年度調査の結果とは調査方法が異なるため比較はできない。 
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（参考２） 消費者団体会員数の年次推移 

                  （参考）      （単位：千人） 

年度 広域団体 
県域団体 
地域団体 生活協同組合 生活学校 

昭49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

平２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

11,718 

11,914 

11,826 

12,480 

13,723 

13,697 

13,661 

13,666 

13,113 

13,061 

12,649 

11,461 

11,412 

11,437 

11,263 

11,255 

10,123 

10,026 

9,909 

9,675 

9,413 

8,855 

9,034 

7,455 

7,618 

7,600 

9,828 

9,953 

10,100 

11,714 

11,590 

11,370 

11,072 

11,330 

11,106 

10,738 

10,765 

10,350 

9,805 

10,005 

8,854 

8,598 

8,696 

8,309 

8,672 

8,180 

7,969 

7,958 

7,804 

6,805 

7,056 

7,126 

15,151 

16,781 

17,957 

19,196 

20,454 

21,956 

21,438 

23,170 

25,136 

26,723 

28,367 

29,802 

30,865 

32,232 

36,998 

38,494 

40,367 

42,147 

43,930 

45,176 

46,765 

50,242 

49,751 

- 

53,541 

54,999 

105 

105 

97 

94 

95 

92 

93 

93 

100 

90 

87 

88 

92 

87 

80 

76 

76 

72 

71 

67 

64 

62 

59 

53 

52 

50 

16 11,919 2,998 - 38 

(注１) 生活協同組合の数値は各年度末現在（厚生労働省社会・援護局調べ）。 

(注２) 生活学校の数値は各年度12月１日現在（全国生活学校連絡協議会調べ）。 

(注３) 平成16年度調査の結果とは調査方法が異なるため比較はできない。 

 

 



Ⅲ．調査票 

㊙ 
平成16年度消費者団体基本調査  

平成１６年度消費者団体基本調査調査票 

総務省承認 №２５８５６ 内閣府国民生活局  

承認期限      平成17年3月31日まで 県番号※ 整理番号※ 

       

 この調査は、消費者団体の概要と活動内容を把握するため、
内閣府が調査をお願いするものです。 

   

この調査票は、統計以外の目的に使用するこ
とはありませんので、事実をありのままに記
入してください。ただし、一部の調査項目に
ついては、消費者団体名簿を作成するために
使用することがあります。 

  
 
 
 
 

〔シール貼付欄〕 

 
 
 

 記入上の注意 （ふりがな） 

氏  名 
 

記
入
者

１．回答は、特に断りのない限り平成16年7月1日現在で記入してください。 

２．回答は、すべて太枠内に記入してください。 
職  名  

（所在地につきましては、調査票に貼付されているシールの記載内容と異なる場合のみ、ご記入下さい。） 

 
(ふりがな) 

 
名  称 

 

郵便番号    

所 在 地 電話番号    －    － 
  － 

（内線     ） 

  （ふりがな） 

代 表 者 職  名 氏   名 
 

 

問1 設立年  

 昭和・平成     年 （該当するものに「○」を付けて下さい。） 

 

問2 会員数 （会員の性格別に記入してください。） 

 ①個人会員 人 ②世帯会員 世帯 ③団体会員 団体

     構成団体の 
延べ個人会員 

人

 

問3 活動範囲 貴団体の主たる活動範囲は、下記のうちどれですか。 
番号 活  動  の  範  囲 回答欄 

１ 都道府県の範囲を超え、ブロック又は全国的に会員がいて活動を行う。  

２ 都道府県のおおむね全域に会員がいて活動を行う。 

３ 郡、市、区、町、村などを範囲として活動を行う。 

 

問4 法人格の有無 貴団体は、法人格を有していますか。 
 番号 法 人 格 の 有 無 回答欄

ある   → 問4-2に進んでください。  １  
ない   → 問4-4に進んでください。  ２ 

問4-2 法人格の種類 現在有している法人格の種類は何ですか。 
 番号 法 人 格 の 種 類 回答欄

 １ 社団法人  
 ２ 財団法人 
 ３ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

４ その他 

問4-3 法人格取得の時期 現在有している法人格は、いつ取得しましたか。 

（該当するものに「○」を付けて下さい。） → 問５に進んでください。  昭和・平成     年 

 
裏面に続きます。
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問4-4 法人格取得の予定 今後、３年以内に、法人格を取得する予定はありますか。 
 番号 取  得  の  予  定 回答欄

 １ ある 
 ２ ない 

 

 
 下記の活動について、最近１年間に、貴団体で行ったことがあ

る活動の番号に「○」を付けて下さい。 問5 
関心事項 
及 び 
活動状況 

貴団体が、関心をもって取り組んでいる消費者
問題は何ですか。下記のうち、特に該当する番
号を３つまで選んで「○」を付けて下さい。  番号 活 動 事 項 

 番号 事   項  １ 機関紙・誌の発行（後記(2)を除く） 

 １ 消費者啓発・教育(機関紙発行、講習会等)  ２ パンフレット類の発行 

 ２ 食品に関する問題（安全性、偽装表示問題等）  ３ 講習会・見学会等の開催 

 ３ 商品・サービスの品質や安全性に関する問題  ４ 共同購入 

 ４ 商品・サービスの契約・解約に関する問題  ５ バザー（不用品即売会を含む） 

 ５ 誇大広告・不当表示  ６ あっせん 

 ６ 経済活動（共同購入、産地直売等）  ７ 産地直売 

 ７ 物価問題（便乗値上げ等）  ８ 自主企画商品（化粧品等） 

  ９ 福祉、介護等のサービス 

 
８ 

医療・健康・高齢者問題(医療過誤、喫煙問題、福
祉、介護、年金等)  10 資源回収(古紙･空缶･牛乳パック･トレイ等) 

 ９ 環境問題(リサイクル、省エネ・省資源等)  11 廃食用油回収 

 10 商品テスト、調査活動  12 商品テスト 

 11 苦情相談窓口の開設、弁護士等の紹介  13 調査活動 

    14 苦情相談窓口、電話１１０番の開設 

    15 弁護士、消費生活センター等の紹介 

ご協力ありがとうございました。 
 
 
～～以下は、内閣府からのお願いです。～～ 

公表事項 名簿への掲載の諾否 

団体の名称 諾 否 

所在地・電話番号 諾 否 

代表者の氏名 諾 否 

お願い 

 内閣府では、消費者団体名簿の作成及び公表（イ
ンターネットでの公表を含みます。）を予定しており
ます。つきましては、貴団体の名称・所在地・電話番
号・代表者の氏名・団体の概要の同名簿への掲載の諾
否を、右欄の「諾」、「否」のいずれかに「○」を付
して下さい。その際、「団体の概要」の掲載を「諾」
とされました団体につきましては、下記の記載欄に貴
団体の概要をご記入ください。 
なお、「団体の名称」の掲載を「否」とされました場合は、

一切の情報を公表いたしません。 団体の概要 諾 否 

団体の概要 
 
貴団体の概要

を右欄に160字以
内でご記入くだ
さい。 
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



Ⅳ．統計表 

 

＜都道府県別・団体別集計表＞ 

  第１表 消費者団体数及び会員数 

  第２表 設立年代別団体数 

  第３表 会員規模別団体数 

  第４表 法人格保有団体数 

  第５表 法人格取得年代別団体数 

  第６表 関心事項別団体数 

  第７表 活動状況別団体数 
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